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3-1 法律と政策

デジタルプラットフォームをめぐる課題
と規制の動き

寺田 眞治 ●一般財団法人日本情報経済社会推進協会 客員研究員

安全保障の視点からEUではIoTを対象にしたサイバーレジリエンス法、
米国ではTikTok禁止法が成立。公正な市場競争の観点では米国で反ト
ラスト法違反の指摘が続き、日本ではスマホ新法が制定。

　巨大なデジタルプラットフォームに対する規
制が、加速度的に世界に広まりつつある。EUで
は包括的な規制を課すデジタル市場法（DMA：
Digital Market Act）が本格的に施行され、米国
ではグーグルのブラウザーであるChromeの分離
を求める訴訟やTikTokの排除が進められるなど、
同時多発的に規制論議が進められている。アジア
でも中国のデジタルプラットフォーム排斥の動
きが見られるようになり、韓国では既にスマート
フォンのアプリマーケットについて法律でアップ
ルとグーグルの独占を禁止している。
　この流れは日本においても同様で、スマホ新法
と呼ばれる「スマートフォンにおいて利用される
特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法
律」が2024年6月に公布され、2025年末の全面
施行に向けた作業が進められている。また、公正
取引委員会はグーグルに対してスマホ製造事業者
への自社アプリ強要の排除を命令しており、海外
のデジタルプラットフォームに対する執行もつい
に始まった。
　当初のデジタルプラットフォーム規制は、独占
／寡占市場の開放という公正な市場競争の確保を
目的とするものであったが、現在では偽・誤情報
の流布をはじめ、情報窃取などの国家や経済の安

全保障上の問題、大量のパーソナルデータを取り
扱うことによるプライバシー侵害の問題、未成年
者の保護の問題など多様化している。

■EUの動向
　EUのデジタルプラットフォームに対する規制
は構造化されており、それぞれの目的が明確に
なっている。主なものとしてはデジタル市場法と
デジタルサービス法（DSA：Digital Service Act）
になる。そのほか、必ずしもデジタルプラット
フォームだけを対象としてはいないものの、一般
データ保護規則（GDPR：General Data Protection
Regulation）、データ法（Data Act）、サイバーレ
ジリエンス法（CRA：Cyber Resilience Act）、AI
法（AI Act）なども、結果的にデジタルプラット
フォームに規制を課すものとなっている。
　デジタル市場法は、その名前の通り、直接的に
公正な市場の競争環境を確保するためのものであ
り、2024年3月から全面的に適用されている。こ
れにより、コアプラットフォーム・サービスにお
いて、利用者数などの一定の条件を満たしてゲー
トキーパーと指定されたデジタルプラットフォー
ムが広く規制される。指定の条件を満たせば事
業者の国や地域は問われないが、結果的に規模の
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巨大な米国のビッグテックを規制し、EU市場を
守るものという側面は否定できない。多くの国で
は、対象となるプラットフォームサービスは限定
的であるが、デジタル市場法における対象となる
コアプラットフォーム・サービスは多岐にわたる
ものとなっている。さらに、広告サービスの透明
性確保やデータの適正利用なども義務化されてお
り、競争環境の確保の範囲にはプライバシー保護
に関連する内容も含まれている。
　デジタルサービス法は、主にオンラインにお
ける利用者の基本的な権利の保護を目的とした
違法・有害な情報の拡散防止など、安全なオンラ
イン環境を確保するためのものである。2024年
2月から全面適用されている。対象はオンライン
の仲介サービスとされており、サービス内容と規
模に応じて義務規定が厳しくなる構造となってい
る。最も厳しい規制対象となっているのは、こち
らも米国のビッグテックが中心となっているが、
TikTokやアリババなどの中国企業、ザランドな
どの欧州企業も含まれている。偽・誤情報の対策
という側面から安全保障に関わるものとの印象が
強いが、子どもの保護や広告の透明性に関する義
務規定もあり、プライバシー保護に関する側面も
有している。
　一般データ保護規則は、特に対象を特定しない
一般法として、基本的権利であるプライバシーを
保護するためのものであるが、違反した場合には
全世界での売り上げをベースにした巨額の課徴金
を課される可能性がある。そのため、グローバル
展開をしている巨大なデジタルプラットフォーム
にとっては大きな負担が発生することになり、強
力な規制効果を発揮するものとなっている。
　データ法は、EUのデータ戦略に基づくもので、
こちらもデジタルプラットフォームを対象とする
ものではなく、目的は個人や事業者が生成する産
業データの活用である。しかし、データの囲い込

み規制やデータポータビリティ促進などが盛り込
まれており、事業者が保有するデータの開放を求
めていることから、デジタルプラットフォームの
強みである多面市場構築のもととなる大量のデー
タの独占を規制するものでもある。また、デジタ
ル市場法においてゲートキーパーとして指定され
たデジタルプラットフォームは、自社以外で生成
されたデータの受領者となることができないとさ
れており、データ取得に関しても厳しい制限がか
けられている。こちらも、違反すると一般データ
保護規則と同様に巨額の課徴金が課される可能
性があることから、結果的にグローバルのビッグ
テックへの強力な規制となっている。
　サイバーレジリエンス法は、IoT機器をはじめ
としたあらゆるデジタル製品や関連サービスの安
全性を確保することを目的としている。2024年
10月に成立し、順次適用されることになる。こ
ちらのデジタルプラットフォームへの影響は、ス
マートウオッチやスマートスピーカーなどのハー
ドウエアだけではなく、それに関連するサービス
にまで及ぶ。自社製品ではない、例えば車載機器
用のOSやサービスも含まれる。これらについて
は、義務規定に沿ったCEマーク（EUの安全基準
認証）を取得しなければEUにてビジネスを行う
ことができなくなる。
　デジタルプラットフォームは多面市場の形成過
程において、多種のデータ取得ポイント、極めて
複雑で多様なデータ流通の仕組みが構築された。
そのため、単一目的を持つような、一般的なIoT
関連に比べて、サイバーレジリエンス法に適合す
るためのハードルは高いと言わざるを得ないだろ
う。とりわけサイバーレジリエンス法は安全保障
に深く関わるものであり、データ主権厳格化の側
面から、EU以外のデジタルプラットフォームに
とっては予期せぬ障壁となる可能性がある。
　AI法は、AIによるリスクをコントロールする
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ためのもので、2024年5月に成立し、数年をか
けて順次適用される。AIに関する包括的な法律
であってデジタルプラットフォームを対象とする
ものでないが、米国や中国のビッグテックをはじ
めとするデジタルプラットフォームが市場を席巻
しつつあることから、主な規制対象となることに
なる。

■米国の動向
　米国には包括的なデジタルプラットフォーム
を対象とした規制法は存在しないが、すべての
事業者を対象とする米連邦取引委員会（Federal
Trade Commission）のFTC法があり、反競争的
な行為、不公正な行為や慣行を禁止している。公
正な市場競争の確保だけではなく、消費者保護
やプライバシー保護も含んだものとなっている。
FTC法以外にも、デジタルプラットフォームに対
しては個別の事案ごとに法案が提出されたり訴訟
が提起されたりしている。さらに、州ごとに独自
の規制があるなど複雑化が進んでいる。
　公正な市場競争の観点では、2024年11月に米
司法省がグーグルに対して、同社のブラウザーで
あるChromeの事業分離を裁判所に求めたニュー
スが記憶に新しい。グーグルは検索サービスとブ
ラウザーの両方の領域において圧倒的なシェアを
持っており、これが結び付いていることで両市場
における競争を阻害しているとされている。これ
以外にも、既にグーグルは自社の検索エンジンを
スマートフォンやブラウザーに初期設定させるた
めに巨額の契約料を支払っていることが反競争的
であると連邦地方裁判所に認定されている。いず
れも判決は確定していないが、司法省はグーグル
が公正な市場競争を乱しているとの考えを明確に
示している。
　また、司法省は2024年4月にアップルのアプ
リストアの支配権の乱用について、FTCはメタ

（旧フェイスブック）のSNS市場およびアマゾン・
ドット・コムのオンラインマーケット市場におけ
る支配権の乱用について、それぞれ提訴してい
る。これらはいずれもデジタルプラットフォーム
を対象とした規制があるからではなく、日本の独
占禁止法に当たる反トラスト法に対する違反とし
て提訴されている。反トラスト法の適用は、市場
支配力が定量的に証明されることを前提として競
争環境が阻害されている場合についてのみで、デ
ジタルプラットフォームによる他の問題について
は適用できない。
　安全保障の観点で最たるものは、TikTok禁止
法である。中国による世論操作を懸念したもので
一般的なデジタルプラットフォームを問題とした
ものではないが、他の動画共有サイトやSNSも世
論操作や誤・偽情報の拡散に使われており、より
一般化した法規制が必要との指摘も少なくない。
ただし、ドナルド・トランプ大統領および議会の
多数派である共和党は、表現の自由を重視する観
点からSNSに対する規制には消極的であり、法規
制は当面進まないものとみられている。また、安
全保障の面ではネットワークセキュリティやデー
タセキュリティの法規制強化が進んでいるが、ク
ラウドや衛星ネットワークをデジタルプラット
フォームが主導していることから、結果的にデジ
タルプラットフォームを規制することになる。
　未成年者の保護については、米国全体に適用さ
れる連邦法として児童オンラインプライバシー保
護法（Children’s Online Privacy Protection Act：
COPPA）がある。現在は改定案となる児童および
青少年オンラインプライバシー法（Children and
Teens’ Online Privacy Protection Act：COPPA
2.0）の審議中で、規制の強化だけでなく対象年
齢を13歳未満から17歳未満に引き上げようとし
ている。こちらはデジタルプラットフォームを
対象としたものではないが、一方で、同時に子ど
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もオンライン安全法（Kids Online Safety Act：
KOSA）が審議されており、こちらはSNSや動画
共有サイトなどのデジタルプラットフォームに対
する規制となっている。また、州ごとの規制も活
発に進められており、2023年のユタ州での州法
を皮切りに、フロリダ州の規制では中毒性のある
SNSの14歳未満のアカウント開設禁止が2025年
から始まる。
　AIの規制については、混沌（こんとん）として
いる。当初は大手の事業者を対象としていたが、
急速な技術進化により、中小あるいは新興ベン
チャー企業の参入障壁が下がり、リスクへの考え
方が大きく変化している。カリフォルニア州にお
ける包括的な規制であるAI安全法は知事によっ
て拒否されたことが象徴的であるが、包括的な
法規制ではなく既存の法律を拡張・追加する方向
での規制は続々と成立している。ビッグテックが
AIの覇権を争っている現状に鑑みると、結果的に
AI規制はデジタルプラットフォーム規制の一端
を担うことにはなるであろう。その一方でトラン
プ政権はAIの開発促進を掲げており、規制と振
興、州法や個別法とのバランスをどのように整理
するかは見通せない状況にある。
　米国のデジタルプラットフォームはグローバ
ルにおけるデジタル産業の覇者であるため、これ
を規制することは米国の産業競争力を低下させ
る恐れがあることから、その動きは鈍かった。し
かし、国内市場においても市場競争環境、安全保
障、プライバシー保護、青少年の保護などの問題
が大きくなっており、規制圧力は急速に強まって
いる。問題意識の大半はEUのそれと大きく変わ
ることはないため、結果的に規制内容は似たもの
となっており、グローバルでの共通認識、グロー
バルスタンダードの形成が近づきつつあると言え
るだろう。

■日本の動向
　日本において明確にデジタルプラットフォーム
を対象とした規制法は、2020年に成立し翌年2月
に施行された経済産業省の「特定デジタルプラッ
トフォームの透明性及び公正性の向上に関する法
律（デジタルプラットフォーム透明化法）」が最
初と見ていいだろう。ただし、この法律はデジタ
ルプラットフォームによる自主的な取り組みの促
進が目的であり、取り組みに関する報告義務と大
臣による評価が行われるものの、行為や慣行に対
する強制性はない。一方で、この法律によるモニ
タリングや大臣評価の結果に基づき、必要に応じ
て新たな規制が検討されることにはなる。現時点
では大規模なオンラインモール、アプリストア、
デジタル広告のみに対象を限定しており、EUの
利用者数を基にした包括的な規制とは大きく異
なる。
　公正な市場競争としては、公正取引委員会から
2024年6月に公布された「スマートフォンにおい
て利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進
に関する法律（スマホ新法）」が、明確にデジタル
プラットフォームを対象としたものになる。デジ
タルプラットフォーム透明化法の議論と並行して
内閣官房にて進められていたもので、EUのデジ
タル市場法を強く意識しているが、スマートフォ
ンのアプリストア、課金方法、ブラウザー、OSな
どに対象を絞ったものとなっている。現時点では
アップルとグーグルが対象となり、多種多様なア
プリストアや課金方法を認めること、OSの機能
や両社が取得する情報を開放することなどで、イ
ノベーションや新たなビジネスを振興させようと
しており、2025年末の施行を目指して、ガイド
ライン等の整備が進められている。
　アップルとグーグルの対応は対照的で、セキュ
リティやプライバシーが危険にさらされるとして
反対するアップル、オープンであることをコンセ
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プトとして推進するグーグルといった構図になっ
ている。もっとも、垂直統合モデルのアップル、
水平とまでは言えないものの市場拡大による広告
やクラウドなどの副次的なビジネスモデルのグー
グルといった違いがあることには留意が必要だ。
いずれにしろ、一般消費者が不利益を被っている
と感じずに利便性を享受してきたモデルを変える
ことができるかは、関係者がどこまで消費者利益
を目に見える形で実現できるかにかかってくる。
また、それを上回る消費者利益をデジタルプラッ
トフォームが提供しようとする動きも出てくるだ
ろう。一見、規制法のように見えるが、デジタル
プラットフォームにとって新たな機会となる可能
性もあり得る。
　プライバシー保護に関しては、2025年に個人
情報保護法の改正が大きなトピックとしてある
が、こちらは対象を絞らない一般法であり、デジ
タルプラットフォームに限らない。しかし、EU
のGDPRや米国のカリフォルニア州消費者プラ
イバシー法（California Consumer Privacy Act：
CCPA）、およびこれを拡張するカリフォルニア
州プライバシー権法（California Privacy Rights
Act：CPRA）に近づくことが想定されており、デ
ジタルプラットフォームの対応も一段と欧米に近
づくことになる。個人情報以外のパーソナルデー
タ、特に端末内の利用者情報についても2023年
6月の電気通信事業法による規制が始まっている
が、こちらもさらなる規制強化が議論されてお
り、中でも、子どもの保護については個人情報保
護法と連携して、一定の規律が設けられることが
想定される。
　安全保障に関連しては、フェイクニュースや
偽・誤情報への対策の検討が大詰めを迎えてい
る。2024年6月に成立した主に大規模プラット
フォームにおける誹謗中傷を対象とする「特定電
気通信による情報の流通によって発生する権利

侵害等への対処に関する法律（情報流通プラット
フォーム対処法）」に続くものとなるが、こちら
はEUのデジタルサービス法を参照している。こ
れも、対象事業者・対象内容は限定的であるもの
のグローバルの流れに準じたものとなっている。
　消費者保護の観点では、消費者庁が「取引デジ
タルプラットフォームを利用する消費者の利益の
保護に関する法律」を2022年5月から施行してい
る。オンラインマーケット、フリマサイト、オー
クションサイト、宿泊や出前などの仲介サイト、
クラウドファンディングなどを対象としており、
これらの取引デジタルプラットフォームを提供す
る事業者に対する努力義務や消費者の権利が規定
されている。ただし、罰則などの規定はない。ま
た、ステルスマーケティングに関する規制も制定
されたが、こちらも対象が広告主であり、デジタ
ルプラットフォームに対する規制とはなってい
ない。
　一方で、消費者委員会の消費者法制度のパラダ
イムシフトに関する専門調査会にて、デジタル取
引の発展によってこれまでの消費者保護制度での
対応が困難になってきたとして、新たな規律の検
討が進められている。デジタル取引に顕著なアテ
ンションエコノミーを支えるプロファイリングや
ダークパターンなどが課題として挙げられてい
る。これらを含め、消費者と事業者、特にプラッ
トフォーム提供事業者との間に情報格差が広がっ
ていることが問題視されており、何らかの規制が
検討されるものと思われる。

■一般事業者への影響
　ここまで見てきた通り、デジタルプラットフ
ォーム規制となる対象領域は極めて多岐にわたっ
ている。言い換えれば、デジタルプラットフォー
ムがいかに広く深く社会のさまざまな領域に浸透
しているかが表われている。これは、デジタル社
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会の進展による必然的な結果である。社会のデジ
タル化によってこれまでの法制度では対応できな
くなったこと、その対応として、まずは問題が起
こると大きな悪影響をもたらすことになる大手か
ら規制を導入するといった流れである。
　一般の事業者にはあまり関係ないように思われ
がちであるが、必ずしもデジタルプラットフォー
ムだけを対象としたものばかりではない。また、
大手から始まった規制も、やがて一般化すること
も少なくない。今後のビジネスではデータの流通

を避けては通れないことから、規模の大小にかか
わらずデジタルプラットフォーム化が一般化す
る。そのため、急速に進められているデジタルプ
ラットフォーム規制はデジタル社会における規
範となっていくものであり、大半の事業者にとっ
て守るべき常識的な規範となるものである。従っ
て、経営戦略・事業戦略の策定においては、これ
らの法規制への適合をあらかじめ組み込んでおく
ことが重要になるだろう。
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